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［
矣
］。（

衛
霊
公
篇
1　

道
春
点　
　

内
閣
文
庫
蔵　

寛
文
四
年
刊（
３
））

孔
子
對（
ヘ
）テ
曰（
ク
）俎
―
豆
之ノ
　

＿
事
ハ 

則
嘗
テ 

之
ヲ 

聞
レ
ク［
矣
］。

（
衛
霊
公
篇
1　

仁
斎
点　
　

京
都
大
学
蔵　

正
徳
二
年
序
）

こ
れ
は
、近
世
の
道
春
点
と
仁
斎
点
の
論
語
の
読
み
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。

道
春
点
は
「
聞
」字
の
下
の
「
之
」字
が
不
読
と
な
っ
て
い
る
が
、仁
斎
点
で
は
、

題
目
と
し
て
「
俎
豆
之
事
（
祭
器
の
並
べ
方
）」
を
示
し
、
本
来
の
目
的
格
の

位
置
に
「
こ
れ
」
と
い
う
代
名
詞
を
読
む
。
さ
ら
に
、
山
田
は

さ
て
古
を
考
ふ
る
に
提
示
語
法
は
古
く
よ
り
國
語
に
全
く
な
し
と
は
い
ふ

を
得
ざ
る
事
な
れ
ど
「
云
々
は
」
と
い
ふ
と
再
歸
格
の
「
こ
れ
」
と
相
呼

應
す
る
も
の
に
至
り
て
は
古
き
國
語
の
文
法
に
は
見
る
こ
と
な
き
現
象
な

り
と
す
。（
注
2　

三
五
八
頁　

※
傍
線
部
は
稿
者
）

と
述
べ
る
。
先
の
例
で
言
う
な
ら
「
俎
豆
の
事
は
〜
こ
れ
を
聞
け
り
」
の
「
こ

れ
」
は
再
帰
格
の
例
で
あ
り
、
古
い
日
本
語
の
中
に
見
ら
れ
な
い
も
の
と
い
う

一　

は
じ
め
に

漢
文
訓
読
が
現
代
の
文
章
語
を
形
成
す
る
上
で
ど
の
よ
う
な
影
響
を
及
ぼ
し

た
の
か
と
い
う
問
題
に
対
し
て
は
様
々
な
言
及
が
あ
る（
１
）。
そ
う
し
た
漢
文
訓
読

出
自
の
語
法
の
一
つ
に
、
代
名
詞
「
こ
れ
」
に
よ
る
提
示
語
法
が
あ
る
と
言
わ

れ
る（
２
）。

山
田
は
提
示
語
法
の
「
こ
れ
」
に
つ
い
て

漢
文
に
て
は
目
的
格
は
述
格
の
語
の
下
に
置
く
を
通
常
の
例
と
す
れ
ど
、

其
の
目
的
格
が
其
の
文
中
の
主
要
な
る
事
柄
な
る
と
き
は
こ
れ
を
抽
出

し
て
文
の
冒
頭
に
置
き
、
本
來
そ
の
目
的
格
の
語
の
あ
る
べ
き
場
所
に
は

「
之
」
字
を
置
き
て
、
そ
の
「
之
」
字
を
し
て
上
の
目
的
格
の
語
を
代
表

せ
し
む
る
こ
と
あ
り
。（
注
2 

三
五
三
頁
）

と
述
べ
る
。
実
際
に
論
語
の
中
の
提
示
語
法
に
は
、以
下
の
よ
う
な
例
が
あ
る
。

孔
子
對
曰　

俎
豆
之
事　

則
嘗
聞
之
矣

孔
子
對（
ヘ
）
テ
曰
。 

俎
―
豆
ノ［
之
］事
ハ・
則ス

　  

嘗
ヨ
リ　

聞
（
ツ
ラ
ヌ
）キ

［
之
］

永

　

松

　

寛

　

明

︱ 

提
示
語
法
の
「
之
」
字
の
読
み 

︱

近
世
漢
籍
訓
読
に
お
け
る
訓
読
語
の
様
相
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文
之
点　

日
本
釈
如
竹
校　

重
刻

日
本
漢
学
画
像
デ
ー
タ
ベ
ー
ス　

〇
五
〇
一

（
早
稲
田
大
学
総
合
デ
ー
タ
ベ
ー
ス　

文
庫
三
一
E
一
八
二
九
を
適
宜
参
照
し
た
）

四
書
集
註

林
道
春
点　

寛
文
四
年
刊　
（
一
六
六
四
年
）

国
立
公
文
書
館
デ
ジ
タ
ル
資
料　

経
〇
三
八
―
〇
〇
〇
三

四
書
大
全

鵜
飼
石
斎
点
（
甲
）　

慶
安
四
年
刊
（
一
六
五
一
年
）

広
島
市
立
図
書
館
浅
野
文
庫
蔵
本

（
国
立
公
文
書
館
デ
ジ
タ
ル
資
料　

二
七
七
―
〇
〇
四
二
を
適
宜
参
照
し
た
）

四
書
大
全

鵜
飼
石
斎
点
（
乙
）　

刪
補
訓
點　

石
齋
鵜
信
之　

刊
行
年
未
詳

早
稲
田
大
学
古
典
籍
総
合
デ
ー
タ
ベ
ー
ス　

□
一
二
＿
〇
一
一
六
九

右
の
資
料
の
中
、
近
世
初
期
三
十
年
間
に
刊
行
さ
れ
た
諸
点
本
の
訓
読
の
位

置
づ
け
を
図
る
た
め
、
文
之
点
、
道
春
点
、
石
斎
点
（
甲
）
の
書
き
下
し
文
を

作
成
し
、
石
斎
点
（
甲
）
と
他
二
点
本
間
で
論
語
憲
問
篇
を
対
象
と
し
て
単
語

毎
に
比
較
を
行
っ
た
。
そ
の
結
果
、
博
士
家
の
訓
読
に
最
も
近
い
も
の
が
道
春

点
、
次
い
で
石
斎
点
、
最
後
に
文
之
点
と
い
う
順
番
と
な
っ
た
。
三
点
本
間
の

訓
読
の
差
で
顕
著
な
も
の
の
一
つ
に
「
之
」
字
の
異
同
が
あ
る（
７
）。

こ
の
異
同
の

中
に
提
示
語
法
が
頻
出
す
る
。
な
お
、
石
斎
点
の
（
甲
類
）（
乙
類
）
の
二
資

料
の
分
類
は
、
永
松（
８
）に
従
っ
た
。

こ
と
に
な
る
。（
現
代
語
で
言
う
な
ら
「
思
想
及
び
良
心
の
自
由

4

4

4

4

4

4

4

4

4

は
、
こ
れ
を

侵
し
て
は
な
ら
な
い
」
な
ど
の
例
）。
一
方
、
訓
読
の
歴
史
に
お
い
て
、
小
林

芳
規
は
平
安
時
代
か
ら
の
漢
文
訓
読
の
歴
史
の
中
で
、
陳
述
を
表
す
「
之
」
字

の
訓
読
は
、
仏
家
で
「
こ
れ
」
と
訓
読
し
、
博
士
家
で
は
不
読
に
す
る
流
れ
を

明
ら
か
に
し
た（
４
）。

同
時
に
そ
の
論
の
中
で
、
近
世
で
は
仏
家
の
読
み
方
に
収
斂

さ
れ
る
と
い
う
こ
と
も
言
及
し
て
い
る
。
実
際
に
近
世
の
論
語
を
比
較
し
た
論

で
は
「
之
」
字
を
読
む
よ
う
に
な
る
状
況
も
確
認
さ
れ（
５
）、
そ
の
理
由
に
つ
い
て

は
、漢
語
文
典
の
影
響
が
指
摘
さ
れ
て
き
た（
６
）。文

末
で
陳
述
を
表
し
て
い
た「
之
」

字
が
読
ま
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
過
程
で
生
じ
た
と
思
わ
れ
る
提
示
語
法
が
、
文

章
語
に
ど
う
取
り
込
ま
れ
て
い
っ
た
か
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
稿
者
の
関
心

事
だ
が
、
今
回
は
、
そ
の
前
段
階
と
し
て
、
主
に
近
世
の
漢
籍
訓
読
に
お
け
る

推
移
の
実
態
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。

二　

対
象
資
料
に
つ
い
て

論
語
集
解

清
原
宣
賢
点　

吉
田
梵
舜
写
（
一
五
七
一
年
）

京
都
大
学
貴
重
資
料
デ
ジ
タ
ル
ア
ー
カ
イ
ブ　

一
―
六
六
＼
□
＼
一
貴

か
な
か
き
論
語

未
詳　

室
町
中
期
点

安
田
文
庫
叢
刊
第
一
編　

川
瀬
一
馬
編

大
魁
四
書
集
註
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文
之
点　
　

陳
恒　

其
ノ
＿
君
ヲ
弑
レ
ス
。　

請
フ
之
ヲ
討―

レ
せ
ン
。

陳
恒
弑
其
君　

請
討
之

‘
C　

提
示
語
法）

（（
（

の
働
き
で
使
わ
れ
る
「
之
」 

（
衛
霊
公
篇　

1
）

文
之
点　
　

狙
―
豆
之
＿
事
ヲ
ハ　

則ス
　　

嘗
テ　

之
ヲ
聞キ
レ
ケ
リ
［
矣
］。

狙
豆
之
事　

則
嘗
聞
之
矣

D　

指
示
す
る
対
象
が
現
れ
な
い
「
之
」 

（
衛
霊
公
篇　

6
）

文
之
点　
　

邦
道
無
レ
キ
ト
キ
ハ  

則
可ヨ

ク

＿
卷ヲ

サ

メ
テ  

而
シ
テ  

之
ヲ
懷カ

ク
レ
ス
。

邦
無
道　

則
可
卷
而
懷
之

こ
の
「
之
」
は
、
そ
の
前
ま
で
に
該
当
す
る
内
容
が
見
当
た
ら
な
い
も
の
を

指
す
。
結
果
的
に
読
者
に
そ
の
指
示
内
容
の
推
察
を
ゆ
だ
ね
る
も
の
で
あ
る
。

E　

明
確
に
区
分
で
き
な
い
「
之
」 

（
衛
霊
公
篇　

2
・
23
）

た
だ
し
、
こ
の
用
例
と
し
て
分
類
し
た
（
憲
問
、
衛
霊
公
、
季
氏
篇
に
お
け

る
）
三
例
は
、‘
C
や
D
と
区
別
が
つ
け
に
く
い
も
の
で
あ
っ
た
。

文
之
点　
　

予
＿
一―

＿
以
テ　

之
ヲ
貫―

レ
せ
リ
。

予
一
以
貫
之

文
之
点　
　

一
―
言
ニ
シ
テ
而
シ
テ
以
テ
身
ヲ
終
レ
フ
ル
マ
テ
之
ヲ
行
一
レ
ナ

フ
可　
キ

二
者　

ノ
上
有
下
リ
ヤ
［
乎
］。

有
一
言
而
可
以
終
身
行
之
者
乎

三　

近
世
初
期
資
料（

９
）

に
お
け
る
用
言
に
下
接
す
る
「
之
」
字

の
訓
読
の
分
類

用
言
に
下
接
し
、「
ヲ
」
格
の
目
的
語
と
し
て
使
用
さ
れ
る
「
之
」
字
は
、
先

の
資
料
間
で
は
読
み
方
に
違
い
が
見
ら
れ
る
。
そ
の
用
例
を
示
す
に
あ
た
り
、

「
之
」
字
を
指
示
語
と
し
て
訓
読
し
た
結
果
、
指
し
示
す
内
容
に
応
じ
て
、
七
種

類
に
分
類
し
た
。解
釈
を
伴
う
分
類
で
あ
り
、分
類
の
妥
当
性
が
問
題
と
な
る
が
、

あ
く
ま
で
結
果
的
に
表
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
内
容
に
注
目
し
て
整
理
す
る
。

A　

直
前
の
文
の
内
容
を
指
す
「
之
」 

（
憲
問
篇　

19
）

※
篇
名
下
の
番
号
は
宇
野
哲
人
『
論
語
新
釈
』
講
談
社
（
一
九
八
〇
）
の
章
区
分

に
よ
る

文
之
点　
　

大
―
夫
僎　

文
子
與ト
レ
同
ク
諸
公
一
ニ
升
二
ル
。
子
之
ヲ
聞
レ
テ

曰
（
ク
）。（

原
漢
文
）
大
夫
僎
與
文
子
同
升
諸
公　

子
聞
之
曰

B　

直
前
の
一
文
の
目
的
語
を
指
す
「
之
」 

（
憲
問
篇　

9
）

文
之
点　
　

命ー

ヲ
爲ツ

ク
レ
ル
ト
キ
ハ
・
稗
諶 

之
一
ヲ
草
二
―
創
シ
。

爲
命　

稗
諶
草
創
之

C　

直
前
の
一
文
の
主
語
を
指
す
「
之
」 

（
憲
問
篇　

22
）
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こ
の
用
例
は
章
の
冒
頭
よ
り
「
之
ヲ
」
の
読
み
で
始
ま
る
。
指
示
語
よ
り
前

に
指
示
す
る
内
容
が
な
い
例
で
あ
る
。

表
１　

憲
問
篇

番号
分類
章

本　

文

博士
仮名
宣賢
道春

石斎甲
石斎乙
文之

文中・末

1
B
21

其
言
之
不
怍　

則
爲
之
也
難

×
×
×
◯
◯
◯
◯

文中

2
B
23

子
路
問
事
君

子
曰　

勿
欺
也　

而
犯
之

×
×
×
◯
◯
◯
◯

3
C
22

陳
恒
弑
其
君　

請
討
之

×
×
×
◯

返のみ
返のみ
◯

4
C
18

桓
公
殺
公
子
糾

不
能
死　

又
相
之

×
×
×
◯
◯
◯

ニ格◯

5
D
8

子
曰　

愛
之
能
勿
勞
乎

×
×
×
◯
◯
◯
◯

文中

6
D
41

是
知
其
不
可
而
爲
之
者
與

×
×
×
◯
◯
◯
◯

文中

7
B
9

爲
命
〜
稗
諶
草
創
之

×
×
×
×
◯
◯
◯

8
B
9

爲
命
〜
世
叔
討
論
之

×
×
×
×
◯
◯
◯

9
B
9

爲
命
〜
行
人
子
羽
脩
飾
之

×
×
×
×
◯
◯
◯

10
B
9

爲
命
〜
東
里
子
産
潤
色
之

×
×
×
×
◯
◯
◯

11
C
13

若
臧
武
仲
之
知
〜
冉
求
之
藝

文
之
以
禮
樂

―
×
×
×
◯
◯
◯

文中

F　

他
の
文
章
よ
り
引
用
さ
れ
た
箇
所
に
あ
る
「
之
」 

（
衛
霊
公
篇　

25
）

文
之
点　
　

馬
有
レ
ル
者　

ノ

ハ
・
人
ニ
借カ
レ
シ
テ　

之
ヲ
乘ノ

　
レ
ラ
シ
ム
。
今
ハ
亡

ヒ
カ
ナ
＿
已
＿
夫
。

有
馬
者　

借
人
乗
之

こ
の
本
文
「
有
馬
者　

借
人
乗
之
」
は
別
の
文
献
に
あ
っ
た
も
の
を
引
用
し

た
箇
所
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
直
前
の
「
人
」
を
指
し
て
い
る
。

四　

用
言
に
下
接
す
る
「
之
」
字
の
篇
ご
と
の
付
訓
状
況

用
言
に
下
接
す
る
「
之
」
字
の
付
訓
状
況
を
論
語
で
確
認
す
る
。
対
象
の
篇

は
、
論
語
の
憲
問
篇
、
衛
霊
公
篇
、
季
氏
篇
と
し
た
。
博
士
家
の
例
と
し
て
参

照
し
た
『
高
山
寺
古
訓
點
資
料
第
一
』　

清
原
家
論
語
と
比
較
可
能
な
篇
で
あ

る
。
表
1
〜
3
は
そ
の
一
覧
で
あ
る）

（（
（

。

（
憲
問
篇
）

道
春
点
で
「
之
ヲ
」
と
読
ん
で
い
る
例
は
表
の
1
〜
6
番
、
B
、
C
、
D
分

類
が
含
ま
れ
る
。

用
例
番
号
5 

（
憲
問
篇　

8
）

愛ア
イ

セ
ハ
〈
＼
セ
〉［
之
］能ヨ

　

ク  

勞ラ
ウ

ス
ル
コ
ト  

勿ナ
カ　

ラ
ム
乎ヤ　

博
士
家

愛ー

せ
は
［
之
］・    

能（
ク
） 

勞
す
る 

こ
と 

勿
レ  

ラ
ン
乎や

。
宣
賢
点

之
ヲ  

愛
レ
シ
テ　

  

能
ク　

 

勞
ス
ル
コ
ト  

勿
レ 

ラ
ン
乎ヤ

。
道
春
点

之
ヲ  

愛
セ
ハ
レ
シ
テ 

能
ク    

勞
ス
ル
コ
ト  

勿
レ  

ラ
ン
乎ヤ

。
石
斎
点
（
甲
）

之
ヲ  

愛ー
レ
せ
ハ   

能（
ク
） 

勞ー

ス
ル
コ
ト  

勿
レ  

ラ
ン
カ
［
乎
］。
文
之
点
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用
例
番
号
1 

（
衛
霊
公
篇
23
）

一
―
言
ニ
シ
テ
［
而
］
以
テ
身
ヲ
終
レ
フ
ル
マ
テ　

之　

行
一
レ
フ
可（

べ
）二

キ
者　

ノ
上

有
下
リ
ヤ
［
乎
］。 

道
春
点

一
方
、石
斎
点
（
甲
類
）
で
「
之
ヲ
」と
読
ん
で
い
る
例
は
1
〜
6
番
で
あ
り
、

‘
C
D
E
分
類
が
含
ま
れ
る
。
石
斎
点
（
甲
類
）
で
「
之
ヲ
」
と
読
ん
で
い
な
い

例
は
7
、
8
番
と
13
番
、
15
〜
22
番
で
あ
り
、‘
C
D
F
分
類
が
含
ま
れ
る
。

表
２　

衛
霊
公

番号
分類
章

本　

文

博士
仮名
宣賢
道春

石斎甲
石斎乙
文之

文中・末

1
E
23

有
一
言
而
可
以
終
身
行
之
者
乎

ー
×
×

返のみ
◯
◯
◯

文中

2
C'
1

狙
豆
之
事　

則
嘗
聞
之
矣

×
×
×
×
◯
◯
◯

3
C'
17

禮
以
行
之

×
◯
×
×
◯
◯
◯

4
Ｄ
17

孫
以
出
之

×
◯
×
×
◯
◯
◯

5
Ｄ
17

信
以
成
之

×
◯
×
×
◯
◯
◯

6
C'
32

知
及
之　

仁
不
能
守
之

×
×
×
×
◯
◯
◯

7
C'
32

知
及
之　

仁
能
守
之

×
×
×
×
×

返のみ
◯

8
C'
32

知
及
之　

仁
能
守
之

×
×
×
×
×
◯
◯

番号
分類
章

本　

文

博士
仮名
宣賢
道春

石斎甲
石斎乙
文之

文中・末

12
C
47

闕
黨
童
子
將
命　

或
問
之
曰

×
×
×
×

返のみ
返のみ
◯

◯之曰

13
A
19

大
夫
僎
與
文
子
同
升
諸
公

子
聞
之
曰

×
×
×
×

返のみ
返のみ
◯

◯之曰

14
Ｅ
21

其
言
之
不
怍　

則
爲
之
也
難

×
×
×
×
×
×
◯

文中

次
に
、
道
春
点
で
は
不
読
だ
が
、
石
斎
点
で
「
之
ヲ
」
と
読
ん
で
い
る
例
は

7
〜
11
番
で
、
B
、
C
分
類
が
含
ま
れ
る
。
そ
の
一
つ
が
以
下
の
例
で
あ
る
。

用
例
番
号
7 

（
憲
問
篇　

9
）

（
子
曰
命
）ヲ（
爲
）ル
ト
キ
ニ  

（
裨
諶
）
草サ

ウ
サ
ウ創
ス
［
之
］　　
　

博
士
家

子
曰　

命
を
爲ツ
ク

レ
ル
ト
キ
に
・
裨ヒ

―
諶シ

ム

草
―
創
す
［
之
］　　

宣
賢
点

子
曰
・
命　

爲ツ
ク

レ
ル
ト
キ
ニ
・
裨
諶  

草
創
ス
［
之
］。　
　

 

道
春
点

子
曰
・
命
ヲ
爲ツ
ク

レ
ル
ト
キ
ニ
・
裨
諶  

之
一
ヲ  

草
二
￣
創
シ
。
石
斎
点（
甲
）

子
曰
。
命
ヲ
爲ツ
ク

レ
ル
ト
キ
ハ
・
裨
諶  

之
一
ヲ  

草
二
￣
創
シ
。  
文
之
点

（
衛
霊
公
篇
）

表
2
に
つ
い
て
、
道
春
点
で
「
之
」
字
を
読
む
例
は
1
番
の
み
で
あ
る
。
返

り
点
の
み
で
あ
り
、
ヲ
格
か
ど
う
か
不
明
で
あ
る）

（（
（

。
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し
か
し
、
同
じ
番
号
（
27
、
32
章
）
の
乙
類
の
読
み
は
甲
類
と
異
な
る
。
甲
類

は
慶
安
四
年
刊
、
乙
類
は
寛
文
年
間
頃
刊
と
推
定
さ
れ
る）

（（
（

が
、
十
年
前
後
の
間

に
二
章
（
27
、
32
章
）
の
読
み
は
石
斎
に
よ
る
「
刪
補
訓
點
」（
当
該
資
料
巻

末
記
載
事
項
）
を
経
た
た
め
か
異
同
が
あ
る
。
32
章
の
用
例
の
一
部
を
以
下
に

示
す
。

用
例
番
号
6 

（
衛
霊
公
篇　

32
）

知
及
ヘ
ト
モ
［
之
］・
仁
之
ヲ
守
レ
ル
コ
ト
能
レ
ハ
不（

ざ
）レ

レ
ハ
・
得
ル
ト
雖
レ
ト

モ
［
之
］・
必
ス　

失
フ
［
之
］。 

石
斎
点
（
甲
）

広
島
市
立
図
書
館
浅
野
文
庫
蔵
本 

（
三
十
八
丁
裏
）

知
之
ニ
及
レ
ヘ
ト
モ
・
仁
之
ヲ
守
レ
ル
コ
ト
能
レ
ハ
不（

ざ
）レ

レ
ハ
・
之
得
レ
ル
ト

雖
レ
ト
モ
・
必
ス
之
失
レ
フ
。 

石
斎
点
（
乙
）

早
稲
田
大
学
古
典
籍
総
合
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
本 

（
三
十
八
丁
裏
）

網
掛
け
箇
所
の
よ
う
に
異
版
間
で
訓
読
が
異
な
っ
て
お
り
、
不
読
だ
っ
た
も

の
が
、
乙
類
で
は
読
ま
れ
る
よ
う
に
な
る
。
こ
う
し
た
用
例
は‘
C
や
D
分

類
に
見
ら
れ
る
。

（
季
氏
篇
）

表
3
に
お
い
て
、
1
、
2
番
は
道
春
点
で
「
之
ヲ
」
と
読
む
。
分
類
は‘
C

と
D
で
あ
る
。
3
番
か
ら
12
番
ま
で
は
石
斎
点
（
甲
類
）
で
読
ま
れ
て
お
り
、

分
類
は
Ａ
C‘
C
を
含
む
。
乙
類
で
は
13
番
も
読
ま
れ
る
。

番号
分類
章

本　

文

博士
仮名
宣賢
道春

石斎甲
石斎乙
文之

文中・末

9
E
2

予
一
以
貫
之

×
◯
×
×

返のみ
返のみ
◯

10
D
2

女
以
予
爲
多
學
而
識
之
者
與

×
×
×
×

返のみ
返のみ
◯

文中

11
D
6

邦
無
道　

則
可
卷
而
懷
之

―
×
×
×

返のみ
返のみ
◯

12
D
27

衆
惡
之　

必
察
焉

×
×
×
×

返のみ
返のみ
◯

13
D
27

衆
好
之　

必
察
焉

×
×
×
×
×

返のみ
◯

14
D
32

莊
以
蒞
之　

動
之
不
以
禮

×
×
×
×

返のみ
◯
◯

15
D
32

莊
以
蒞
之　

動
之
不
以
禮

×
×
×
×
×

二格○
二格○

16
D
32

不
莊
以
蒞
之　

則
民
不
敬

×
×
×
×
×

二格○
二格○

17
D
32

雖
得
之　

必
失
之

×
×
×
×
×

返のみ
◯

18
D
32

雖
得
之　

必
失
之

×
×
×
×
×

返のみ
◯

19
D
32

知
及
之　

仁
不
能
守
之

×
×
×
×
×

二格○
二格○

20
D
32

知
及
之　

仁
能
守
之

×
×
×
×
×

二格○
二格○

21
D
32

知
及
之　

仁
能
守
之

×
×
×
×
×

二格○
二格○

22
F
25

有
馬
者　

借
人
乗
之

×
×
×
×
×
×
◯
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表
３　

季
氏
篇

番号
分類
章

本　

文

博士
仮名
宣賢
道春

石斎甲
石斎乙
文之

文中・末

1
D
1

君
子
疾
夫　

舍
曰
欲
之

而
必
爲
之
辭

―
×
×
◯
◯
◯
◯

2
C'
14

邦
君
之
妻　

君
稱
之　

曰
夫
人

×
×
×
◯
◯
◯
◯

3
C'
14

邦
人
稱
之　

曰
君
夫
人

×
×
×
×
◯
◯
◯

4
C'
14

異
邦
人
稱
之　

亦
曰
君
夫
人

×
×
×
×
◯
◯
◯

5
A
1

夫
子
欲
之

×
×
×
×
◯
◯
◯

6
C
1

遠
人
不
服　

則
脩
文
德

以
來
之

×
×
×
×
◯
◯
◯

7
C
1

既
來
之　

則
安
之

×
×
×
×
◯
◯
◯

8
C
1

既
來
之　

則
安
之

×
×
×
×
◯
◯
◯

9
C
7

少
之
時　

血
氣
未
定

戒
之
在
色

×
×
×
×
◯
◯
◯

文中

10
C
7

及
其
壯
也　

血
氣
方
剛

戒
之
在
鬪

×
×
×
×
◯
◯
◯

文中

11
C
7

及
其
老
也　

血
氣
既
衰

戒
之
在
得

×
×
×
×
◯
◯
◯

文中

12
C
12

伯
夷
叔
斉　

餓
于
首
陽
山
之
下

民
到
于
今
稱
之

×
×
×
×
◯
◯
◯

13
D
6

言
及
之
而
不
言

×
×
×
×
×
×

二格◯
文中

こ
こ
で
注
意
し
た
い
の
は
、
2
〜
4
番
の
例
で
あ
る
。
同
じ
章
で
同
じ
分
類

で
あ
り
、
原
漢
文
も
類
似
の
構
文
で
あ
る
が
、
道
春
点
で
は
読
む
例
と
、
不
読

の
例
と
が
混
在
す
る）

（（
（

。

用
例
番
号
2 

（
季
氏
篇
14
）

邦
君
之
妻　
　

 
君キ

ミ　
稱シ

ヨ
ウシ

テ
ハ　
［
之
］夫
人
ト
曰イ

　

フ 

博
士
家
点

邦
―
君
之
妻メ

を・
君
■

　
○

稱―
（
シ
）て
は［
之
］夫
―
人
一
と
曰
二
フ
。  

宣
賢
点

邦
―
君　
ノ

之
妻メ

・  

君  

之
ヲ  
稱
レ
シ
テ
夫
―
人
一（
ト
）
曰
二
フ
・
道
春
点

邦
―
君　
ノ

之
妻メ

・   

君  

之
ヲ  

稱
レ
シ
テ
夫
―
人
一
ト
曰
二（
フ
）。石
斎
点（
甲
）

邦
―
君　
ノ

之
＿
妻メ

・
君  

之
ヲ  

稱ー
シ
テレ

夫
―
人
ト
曰イ

　
レ
（
フ
）。　
　

 

文
之
点

こ
の
提
示
語
法
と
判
断
さ
れ
る
例
で
は
「
之
ヲ
」
と
近
世
初
期
の
三
点
本
と

も
に
読
ん
で
い
る
。
た
だ
し
、
続
く
3
、
4
番
は
類
似
の
構
文
で
あ
る
に
も
関

わ
ら
ず
、「
之
ヲ
」
と
読
む
の
は
、
石
斎
点
と
文
之
点
の
み
で
あ
る
。
道
春
点

で
は
、
最
初
の
2
番
の
例
で
読
ん
で
い
る
が
、
後
の
例
で
は
返
点
が
な
い
。
こ

の
箇
所
の
分
類
は‘
C
で
あ
る
。
同
じ
よ
う
に
構
文
的
に
は
類
似
で
あ
る
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
原
漢
文
で
最
初
に
登
場
し
た
も
の
だ
け
読
み
、
後
は
不
読
と
い

う
例
は
他
の
点
本
に
も
現
れ
る
。
13
、
14
番
の
石
斎
点
（
乙
）
の
例
が
そ
れ
に

当
た
る
。
分
類
は‘
C
や
D
で
あ
る
。
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表
４　

用
言
直
後
の
「
之
」
字
を
目
的
格
で
読
む
数
（
３
篇
合
計
数
）

※
「
謂
之
○
」
形
式
は
除
く　

「
－
」
は
用
例
ナ
シ

宣
賢

仮
名

道
春

石
斎
甲

石
斎
乙

文
之

読む

読まない

読む

読まない

読む

読まない

読む

読まない

読む

読まない

読む

読まない

Ａ

−

2

−

2

−

2

2

−

2

−

2

−

Ｂ

−

6

−

6

2

4

6

−

6

−

6

−

Ｃ

−

11

−

11

2

9

11

−

11

−

11

−

Ｃ’

−

8

1

7

1

7

6

2

8

−

8

−

Ｄ

−

22

2

20

3

19

9

13

18

4

22

−

五　

近
世
の
論
語
の
点
本
に
お
け
る
用
言
に
下
接
す
る

「
之
」
字
の
読
み

道
春
点
で
は
ヲ
格
の
「
之
」（
Ｂ
C
‘
C
）
や
指
示
す
る
対
象
が
な
い
も
の

（
D
）、
石
斎
点
で
は
提
示
語
法
（‘
C
）
や
指
示
す
る
対
象
が
な
い
も
の
（
D
）

で
、
付
訓
が
分
か
れ
る
こ
と
を
見
て
き
た
。
近
世
を
通
じ
て
そ
の
他
の
助
字
類

も
逐
字
的
に
読
ま
れ
る
傾
向
が
あ
る
こ
と
が
言
わ
れ
て
い
る）

（（
（

が
、
当
該
語
法
の

状
況
を
見
る
た
め
A
〜
E
の
分
類
毎
の
調
査
結
果
を
記
す）

（（
（

。
こ
の
調
査
で
は
、

異
版
間
の
訓
読
の
差
は
調
べ
て
い
な
い）

（（
（

。

番号
分類
章

本　

文

博士
仮名
宣賢
道春

石斎甲
石斎乙
文之

文中・末

14
D
6

言
未
及
之
而
言

×
×
×
×
×
×

二格○
文中

15
D
9

生
而
知
之
者　

上
也

×
×
×
×
×
◯
◯

文中

16
D
9

學
而
知
之
者　

次
也

×
×
×
×
×
×
◯

文中

17
D
9

困
而
學
之　

又
其
次
也

×
×
×
×
×
×
◯

用
例
の
ま
と
め

論
語
の
憲
問
篇
と
衛
霊
公
篇
、
季
氏
篇
の
用
例
を
ま
と
め
た
も
の
が
表
4
で

あ
る）

（（
（

。
清
原
宣
賢
点
と
比
較
し
て
、
近
世
初
期
の
三
点
本
間
で
「
之
」
字
を
不

読
と
す
る
も
の
か
ら
、
読
む
も
の
へ
と
移
る
様
子
が
う
か
が
え
る
。
不
読
の
数

は
、
道
春
点
が
最
も
多
く
、
以
下
石
斎
点
（
甲
類
）、（
乙
類
）、
文
之
点
の
順

に
並
ぶ
。
石
斎
点
の
二
つ
の
類
に
お
い
て
は
、
甲
類
で
返
り
点
の
な
か
っ
た
箇

所
に
、
乙
類
で
は
返
り
点
が
付
さ
れ
る
例
が
現
れ
る
。
刊
行
年
等
か
ら
推
定
す

る
と
、
十
年
前
後
の
間
に
改
訂
し
た
こ
と
に
な
る
。
分
類
ご
と
に
見
る
と
、
A

〜
C
の
よ
う
に
指
示
内
容
が
比
較
的
分
か
り
や
す
い
も
の
は
石
斎
点
以
降
「
こ

れ
」
と
読
ま
れ
る
。
そ
の
一
方
で
、‘
C
の
提
示
語
法
は
石
斎
点
甲
類
ま
で
不

読
の
例
が
現
れ
る
が
、
乙
類
に
至
る
と
全
て
読
ま
れ
て
い
る
。
ま
た
、
指
示
対

象
が
分
か
り
に
く
い
D
分
類
は
石
斎
点
乙
類
に
至
っ
て
も
不
読
の
例
が
見
ら

れ
る
。
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表
５　

憲
問
篇

用例数
分類
章

本　

文

宣賢
山崎闇斎
中村惕斎
伊藤仁斎
吉村秋陽
後藤芝山
文中・末

1
B
21

其
言
之
不
怍　

則
爲
之
也
難

×
○
○
○
○
○

文中

2
B
23

子
路
問
事
君

子
曰　

勿
欺
也　

而
犯
之

×
○
○
○
○
○

3
C
22

陳
恒
弑
其
君　

請
討
之

×
○
○
○
○
○

4
C
18

桓
公
殺
公
子
糾

不
能
死　

又
相
之

×
二格○
二格○

○
○
○

5
D
8

子
曰　

愛
之
能
勿
勞
乎

×
○
○
○
○
○

文中

6
D
41

是
知
其
不
可
而
爲
之
者
與

×
○
○
○
○
○

文中

7
B
9

爲
命
〜　

稗
諶
草
創
之

×
○
○
○
○
○

8
B
9

爲
命
〜　

世
叔
討
論
之

×
○
○
○
○
○

9
B
9

爲
命
〜　

行
人
子
羽
脩
飾
之

×
○
○
○
○
○

10
B
9

爲
命
〜　

東
里
子
産
潤
色
之

×
○
○
○
○
○

11
C
13

若
臧
武
仲
之
知
〜
冉
求
之
藝

文
之
以
禮
樂

×
○
○
○
○
○

文中

12
C
47

闕
黨
童
子
將
命　

或
問
之
曰

×
○
○
○
○
○

□之曰

13
A
19

大
夫
僎
與
文
子
同
升
諸
公

子
聞
之
曰

×
○
○
○
○
○

□之曰

14
Ｅ
21

其
言
之
不
怍　

則
爲
之
也
難

×
○
○
○
×
×

文中

調
査
対
象

山
崎
闇
斎
点　

倭
板
四
書　
　
　
　
　
　

不
明

早
稲
田
大
学
古
典
籍
総
合
デ
ー
タ
ベ
ー
ス　
　

番
号
□
一
二
＿
〇
三
五
六
七

中
村
惕
斎
点　

四
書
示
蒙
句
解　
　
　
　

元
禄
十
四
年
序
（
一
七
〇
一
）

早
稲
田
大
学
古
典
籍
総
合
デ
ー
タ
ベ
ー
ス　
　

番
号
□
一
二
＿
〇
一
八
一
九

伊
藤
仁
斎
点　

論
語
古
義　
　
　
　
　
　

正
徳
二
年
序
（
一
七
一
二
）

京
都
大
学
貴
重
資
料
デ
ジ
タ
ル
ア
ー
カ
イ
ブ　

番
号
一
―
六
六
＼
□
＼
七

吉
村
秋
陽
点　

増
訂
四
書
大
全　
　
　
　

嘉
永
七
年
（
一
八
五
四
）

早
稲
田
大
学
古
典
籍
総
合
デ
ー
タ
ベ
ー
ス　
　

番
号
□
一
二
＿
〇
〇
四
七
四

後
藤
芝
山
点　

四
書
集
註　
　
　
　
　
　

明
治
八
年
（
一
八
七
五
）

早
稲
田
大
学
古
典
籍
総
合
デ
ー
タ
ベ
ー
ス　
　

番
号
□
一
二
＿
〇
一
九
一
五
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用例数
分類
章

本　

文

宣賢
山崎闇斎
中村惕斎
伊藤仁斎
吉村秋陽
後藤芝山
文中・末

15
D
32

莊
以
蒞
之　

動
之
不
以
禮

×
二格○
二格○
二格○
二格○
二格○

16
D
32

不
莊
以
蒞
之　

則
民
不
敬

×
二格○
二格○
二格○
二格○
二格○

17
D
32

雖
得
之　

必
失
之

×
○
○
○
○
○

18
D
32

雖
得
之　

必
失
之

×
○
○
○
○
○

19
D
32

知
及
之　

仁
不
能
守
之

×
二格○
二格○
二格○
二格○
二格○

20
D
32

知
及
之　

仁
能
守
之

×
二格○
二格○
二格○
二格○
二格○

21
D
32

知
及
之　

仁
能
守
之

×
二格○
二格○
二格○
二格○
二格○

22
F
25

有
馬
者　

借
人
乗
之

×
○

二格○
○
○

二格○

表
5
・
6
は
、
憲
問
篇
・
衛
霊
公
篇
の
用
例
で
あ
る
。
な
お
季
氏
篇
で
も
ほ

ぼ
全
て
「
之
」
字
は
読
ま
れ
て
お
り
、
憲
問
篇
な
ど
と
同
様
の
状
況
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
表
か
ら
も
嘉
点
や
惕
斎
点
以
降
の
点
本
で
は
、
文
之
点
と
同
じ
読
み

に
な
る
こ
と
が
分
か
る
。
近
世
中
期
以
降
の
論
語
の
訓
読
に
お
い
て
は
、
文
末

に
「
之
」
字
が
あ
れ
ば
全
て
読
み
、
そ
の
結
果
、「
之
」
字
に
は
文
末
の
陳
述
を

担
う
読
み
が
見
ら
れ
な
く
な
る
。
一
部
、
ヲ
格
と
ニ
格
と
が
混
在
す
る
箇
所
は

あ
る
も
の
の
、
近
世
期
は
用
言
の
下
の
「
之
」
を
全
て
読
む
よ
う
に
な
る
の
で

あ
る
。
そ
の
た
め
論
語
内
部
で
は「
こ
れ
」を
使
っ
た
提
示
語
法
が
一
般
化
す
る
。

表
６　

衛
霊
公

用例数
分類
章

本　

文

宣賢
山崎闇斎
中村惕斎
伊藤仁斎
吉村秋陽
後藤芝山
文中・末

1
E
23

有
一
言
而
可
以
終
身
行
之
者
乎

×
○
○
○

返のみ
○

文中

2
C'
1

狙
豆
之
事

則
嘗
聞
之
矣

×
○
○
○
○
○

3
C'
17

禮
以
行
之

×
○

落丁
○
○
○

4
C'
17

孫
以
出
之

×
○

落丁
○
○
○

5
C'
17

信
以
成
之

×
○

落丁
○
○
○

6
C'
32

知
及
之　

仁
不
能
守
之

×
○
○
○
○
○

7
C'
32

知
及
之　

仁
能
守
之

×
○
○
○
○
○

8
C'
32

知
及
之　

仁
能
守
之

×
○
○
○
○
○

9
E
2

予
一
以
貫
之

×
○
○
○
○
○

10
D
2

女
以
予
爲
多
學
而
識
之
者
與

×
○
○
○
○
○

文中

11
D
6

邦
無
道

則
可
卷
而
懷
之

×
○
○
○
○
○

12
D
27

衆
惡
之　

必
察
焉

×
○
○
○
○
○

13
D
27

衆
好
之　

必
察
焉

×
○
○
○
○
○

14
D
32

莊
以
蒞
之　

動
之
不
以
禮

×
○
○
○
○
○
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注
一
覧

（
1
）
小
林
芳
規
「『
花
を
見
る
の
記
』の
言
い
方
の
成
立
追
考
」（「
文
學
論
藻
」第
十
四
號
）

東
洋
大
学
国
語
国
文
学
会
編
刊
（
一
九
五
九
）

齋
藤
文
俊
『
漢
文
訓
読
と
近
代
日
本
語
の
形
成
』
勉
誠
出
版
（
二
〇
一
一
）

竹
内
史
郎
「
現
代
日
本
語
に
お
け
る
左
方
転
位
構
文
の
タ
イ
プ
と
起
源
」『
日
本
語
文

法
史
研
究
3
』
ひ
つ
じ
書
房
（
二
〇
一
六
）
一
八
九
︲
二
一
二
頁　

こ
の
論
で
は
、

書
き
言
葉
に
現
れ
る
左
方
転
位
構
文
の
起
源
を
漢
文
訓
読
文
と
す
る
。

（
2
）
山
田
孝
雄
『
漢
文
の
訓
讀
に
よ
り
て
傳
へ
ら
れ
た
る
語
法
』　

寶
文
館
（
一
九
三
五
）  

三
五
三
頁　

な
お
、
提
示
語
法
の
「
こ
れ
」
に
は
、

子
曰
、
巧
言
令
色
足
恭
、
左
丘
明
恥
之
。
丘
亦
恥
之
。
匿
怨
而
友
其
人
、
左
丘
明

恥
之
。
丘
亦
恥
之
。（
公
冶
長
24
）

子
曰
、
聖
人
吾
不
得
而
見
之
矣
。（
述
而
25
）

子
曰
、
爲
命
裨
諶
艸
創
之
。（
憲
問
9
）
な
ど
が
あ
げ
ら
れ
る
。
一
方
、
山
田
は
ニ

格
や
主
格
の
語
な
ど
も
提
示
語
法
と
す
る
。

草
上
之
風
必
偃
。（
顔
淵
19
）

君
子
居
之
何
陋
之
有
。（
子
罕
13
）
な
ど
で
あ
る
。
本
論
で
は
、
主
格
の
用
例
を
除

い
て
考
察
を
行
っ
た
。

（
3
）
早
稲
田
大
学
蔵　

論
語　

請
求
番
号
イ
一
七 

〇
〇
二
三
五
の
訓
読
を
適
宜
参
照
し

た
。
題
簽
に
「
改
正
大
字　

道
春
點
」
と
あ
る
論
語
巻
一
〜
十　

刊
行
年
未
詳
版
で

あ
る
。
内
閣
文
庫
蔵
の
寛
文
四
年
の
も
の
と
基
本
的
な
訓
点
は
同
一
で
あ
る
。
今
回

の
箇
所
に
つ
い
て
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

孔
子
對
（
ヘ
）
テ
曰
。
俎
―
豆
ノ
［
之
］
事
ハ
・
則ス

　　

嘗
ヨ
リ　
　

聞ツ
ラ
ヌキ
［
之
］［
矣
］。

用
例
と
し
て
書
き
下
し
文
を
示
す
場
合
は
、
不
読
字
は
［　

］、
補
読
は
（　

）、
左

傍
訓
を
〈　

〉
で
示
す
。
旧
か
な
は
平
仮
名
、宣
賢
点
の
ヲ
コ
ト
点
も
平
仮
名
で
示
す
。

ま
た
、
仁
斎
点
は
、
京
都
大
学
蔵　

論
語
古
義
十
巻　

請
求
番
号
一
︲
六
六
＼
□
＼

七
の
用
例
を
掲
げ
た
。

六　

お
わ
り
に

本
論
で
述
べ
て
き
た
こ
と
は
、
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。

・
近
世
初
期
、
目
的
格
の
位
置
に
あ
る
「
之
」
字
は
、
読
む
も
の
と
不
読
と
が

混
在
す
る
傾
向
に
あ
っ
た
が
、
次
第
に
読
む
も
の
へ
と
変
化
し
た
。

・
当
該
語
法
の
読
み
で
不
読
の
数
が
多
い
の
は
、
博
士
家
に
近
い
道
春
点
で
あ

り
、
以
下
、
石
斎
点
甲
類
、
石
斎
点
乙
類
の
順
と
な
り
、
文
之
点
に
は
例
が

な
い
。

・
山
崎
闇
斎
を
は
じ
め
と
す
る
近
世
中
期
以
降
の
当
該
語
法
の
読
み
は
、
文
之

点
と
同
じ
読
み
方
で
固
定
化
す
る
。

・
近
世
中
期
以
降
、
論
語
の
中
で
提
示
語
法
の
読
み
方
や
指
示
す
る
内
容
が
明

確
で
な
い
「
之
」
字
を
読
む
こ
と
が
一
般
化
す
る
。

今
後
の
課
題
と
し
て
は
、
以
下
の
点
が
想
定
さ
れ
る
。

・
提
示
語
法
は
文
章
語
の
中
で
、
い
つ
ご
ろ
か
ら
、
ど
の
よ
う
な
ジ
ャ
ン
ル
で

使
わ
れ
て
い
た
の
か）

（（
（

。

・
提
示
語
法
は
近
代
に
入
り
、
法
令
に
頻
用
さ
れ
る）

（（
（

が
、
そ
の
要
因
は
何
か
。

こ
れ
ら
の
課
題
の
解
明
を
行
う
中
で
、
変
化
の
要
因
も
よ
り
明
ら
か
に
な
る

と
考
え
る
。
近
世
か
ら
近
代
の
文
章
語
に
お
け
る
提
示
語
法
の
様
相
に
つ
い
て

は
稿
を
改
め
て
論
じ
る
。
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（
9
）
近
世
の
時
期
の
区
分
は
、
注
5
石
川
（
二
〇
一
五
）
一
八
︲
二
一
頁　

に
従
う
。　

ま
た
、
注
1
齋
藤
（
二
〇
一
一
）
一
〇
︲
一
五
頁
に
も
区
分
に
つ
い
て
意
見
が
あ
る
。

（
10
）
山
田
の
提
示
語
法
「
之
」
に
は
ニ
格
や
主
格
と
な
る
も
の
も
含
む
。
本
論
で
は
、
ヲ

格
の
「
之
」（
A
・
B
・
C
・‘
C
・
D
）
を
中
心
的
に
取
り
上
げ
る
。
中
で
も‘
C
を

提
示
語
法
と
し
て
扱
う
。

（
11
）
表
の
見
方
に
つ
い
て
、
一
行
目
は
番
号
、
二
行
目
は
指
示
内
容
に
よ
る
A
〜
F
の
七

分
類
、
三
行
目
は
章
番
号
、
四
行
目
は
原
漢
文
、
五
〜
十
一
行
は
各
点
本
で
の
付
訓

状
況
を
示
す
。「
博
士
」
と
は
、
高
山
寺
本
論
語　

清
原
家
点
、「
仮
名
」
と
は
か
な

か
き
論
語
、
続
く
氏
名
は
各
点
者
の
名
前
を
記
す
。
付
訓
状
況
は
「
×
」「
○
」
な
ど

の
五
種
類
で
示
す
。「
×
」
は
之
字
を
不
読
と
す
る
も
の
。「
○
」
は
之
を
「
之
ヲ
」
と

読
む
も
の
。「
ニ
格
○
」
は
「
之
ニ
」
と
読
む
も
の
。「
－
」
は
原
漢
文
に
「
之
」
字
が

無
い
も
の
。「
返
の
み
」
と
は
、「
之
」
字
に
送
り
仮
名
が
無
く
、
返
り
点
の
み
付
さ

れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
な
お
、
文
末
と
あ
る
の
は
、
文
之
点
で
「
。」
の
付
く
箇
所

を
指
し
、
文
末
以
外
に
「
之
」
字
が
あ
る
場
合
を
文
中
と
呼
ぶ
。

（
12
）
注
3
に
述
べ
た
早
大
本
で
は
、「
之
ヲ
」
と
ヲ
格
で
読
む
。

（
13
）
注
8
参
照
。

（
14
）
注
3
に
述
べ
た
早
大
本
で
は
、
番
号
3
番
は
不
読
で
あ
る
が
、
4
番
の
用
例
に

「
稱
シ
テ

レ
之
ヲ

」
と
付
訓
さ
れ
る
。
分
類
上
は‘
C
提
示
語
法
箇
所
で
訓
読
の
仕
方
が
分

か
れ
る
。

（
15
）表
4
は
横
に
A
〜
D
の
分
類　

縦
に
宣
賢
点
か
ら
文
之
点
内
で「
之
」字
を「
こ
れ
を
」

と
読
む
場
合
と
不
読
の
場
合
の
数
を
示
す
。
読
む
枠
内
の
「
返
点
の
み
」
と
記
し
た

後
の
数
字
は
、「
之
」
字
に
返
点
が
つ
き
、「
レ
之
」
と
な
っ
て
い
る
数
を
示
す
。「
ニ
格
」

と
記
し
た
後
の
数
字
も
「
之
ニ
」
と
読
ま
れ
る
も
の
の
数
を
示
す
。

（
16
）
注
5
鈴
木
（
一
九
七
五
）
八
九
頁　

参
照
。

（
17
）
注
11
に
示
す
表
と
同
じ
形
式
で
あ
る
。
五
〜
十
行
に
は
各
点
者
の
名
前
を
記
し
た
。

「
宣
賢
」
と
あ
る
行
は
宣
賢
点
の
用
例
を
示
す
。

（
4
）
小
林
芳
規
「
陳
述
の
助
字
『
之
』
の
訓
讀
―
特
に
、
博
士
家
點
と
佛
家
點
と
の
訓
分

け
―
」（「
文
學
論
藻
」
第
二
十
三
號
）
東
洋
大
学
国
語
国
文
学
会
編
刊
（
一
九
六
二
）

小
林
芳
規
『
平
安
時
代
の
佛
書
に
基
づ
く　

漢
文
訓
讀
史
の
研
究
Ⅳ　

變
遷
の
原
理
』  

汲
古
書
院
（
二
〇
一
七
）
三
八
九
頁　

第
三
章　

不
讀
字
の
定
訓
化　

第
九
節　

語

氣
詞
「
之
」

（
5
）
鈴
木
直
治
『
中
国
語
と
漢
文
：
訓
読
の
原
則
と
漢
語
の
特
徴
』
光
生
館
（
一
九
七
五
）

八
七
︲
八
九
頁　

一
四
七
︲
一
五
八
頁　

に
近
世
を
通
じ
て
の
「
之
」
字
の
読
み
に

つ
い
て
触
れ
る
。

ま
た
、
石
川
洋
子
『
近
世
に
お
け
る
『
論
語
』
の
訓
読
に
関
す
る
研
究
』
新
典
社

（
二
〇
一
五
）
二
三
七
頁　

に
「
難
訓
の
語
（
之
）」
の
読
み
の
変
化
に
関
す
る
指
摘

が
あ
る
。
た
だ
、
本
論
の
視
点
と
異
な
る
部
分
も
あ
る
と
考
え
る
た
め
、
あ
ら
た
め

て
調
査
結
果
を
記
す
。

（
6
）
中
田
祝
夫
『
古
點
本
の
國
語
學
的
研
究
』
改
訂
版　

総
論
篇　

勉
誠
社
（
一
九
七
九
）

一
五
四
︲
一
七
三
頁　

ま
た
、
注
4
に
も
言
及
が
あ
る
。

（
7
）
注
5
鈴
木
（
一
九
七
五
） 

八
五
︲
九
四
頁　

に
文
之
点
、
道
春
点
、
石
斎
点
の
関
係

に
つ
い
て
同
様
の
論
が
あ
る
が
、
分
類
を
行
う
必
要
か
ら
も
独
自
に
調
査
を
行
っ
た
。

比
較
整
理
す
る
中
で
特
徴
的
だ
っ
た
の
が
、
助
字
の
読
み
で
あ
る
。「
之
」「
焉
」「
而
」

「
者
」
な
ど
で
点
本
ご
と
の
差
が
顕
著
に
見
ら
れ
た
。
博
士
家
の
点
は
『
高
山
寺
古
訓

點
資
料
第
一
』
の
清
原
家
論
語
・
憲
問
篇　

衛
霊
公
篇　

季
氏
篇
を
調
査
対
象
と
し

た
。
鎌
倉
時
代
の
加
点
で
あ
る
が
、
博
士
家
の
訓
読
の
継
承
性
を
考
慮
し
て
江
戸
時

代
初
期
の
も
の
と
の
比
較
を
行
っ
た
。

（
8
）
永
松
寛
明
「
鵜
飼
石
斎
付
訓
『
四
書
大
全
』異
版
間
に
見
ら
れ
る
訓
読
の
異
同
」（「
国

文
学
攷
」
一
六
八
号
）
広
島
大
学
国
語
国
文
学
会
編
刊
（
二
〇
〇
〇
）
一
一
︲
二
二

頁　

に
お
い
て
、
鵜
飼
石
斎
付
訓
四
書
大
全
の
訓
読
は
異
版
で
あ
る
甲
類
と
乙
類
と

で
部
分
的
に
訓
読
が
異
な
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。
乙
類
は
寛
文
年
間
に
刊
行
さ
れ
た

可
能
性
が
あ
る
。
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（
18
）
注
1
齋
藤
（
二
〇
一
一
）
第
二
章
、
注
5
石
川
（
二
〇
一
五
）
第
二
部
の
中
で
も
後

藤
点
や
嘉
点
の
テ
キ
ス
ト
を
扱
う
場
合
、
版
の
異
同
に
関
す
る
注
意
が
述
べ
ら
れ
る
。

今
回
、
各
点
本
の
版
に
よ
る
違
い
は
確
認
で
き
て
い
な
い
が
、
近
世
全
体
の
傾
向
を

捉
え
る
た
め
、
各
点
本
一
資
料
で
調
査
を
行
っ
た
。

（
19
）
こ
の
問
題
に
は
以
下
の
よ
う
な
近
世
法
令
中
の
用
例
と
の
関
わ
り
が
注
目
さ
れ
る
。

近
世
の
将
軍
発
給
文
書
に
、
領
知
安
堵
状
や
御
内
書
、
条
目
な
ど
と
並
ん
で
法
度
類

が
あ
る
。
こ
れ
ら
の
中
に
提
示
語
法
が
現
れ
る
。
表
7
は
、
近
世
初
期
か
ら
中
期
の

武
家
諸
法
度
に
お
け
る
用
例
数
を
示
す
。
右
欄
の
「
提
示
語
法
「
こ
れ
」」
と
は‘
C

分
類
数
／
総
条
文
数
、「
ヲ
格
「
こ
れ
」」
と
は
Ｂ
C‘
C　

分
類
／
総
条
文
数
で
出
現

頻
度
を
表
し
た
。
条
文
数
と
は
、
法
令
で
「
第
一
條
、
第
二
條
…
」
と
表
さ
れ
る
条

文
が
何
条
あ
る
か
を
計
上
し
た
も
の
で
あ
る
。
提
示
語
法
の
出
現
率
は
概
ね
三
割
か

ら
四
割
を
示
す
。（
な
お
、
宝
永
版
武
家
諸
法
度
は
漢
字
仮
名
交
じ
り
文
で
起
草
さ
れ

て
お
り
、
提
示
語
法
が
減
少
し
た
。
漢
文
で
は
な
く
、
仮
名
交
じ
り
文
と
い
う
文
の

種
類
が
こ
の
語
法
の
出
現
頻
度
に
影
響
を
与
え
た
可
能
性
も
あ
る
。）

【
御
触
書　

武
家
諸
法
度　

寛
永
十
二
年　

訓
点
付　

例
】

（
国
立
公
文
書
館
デ
ジ
タ
ル
ア
ー
カ
イ
ブ
）

一　

新
―
儀　

ノ

之
城
―
郭
搆
―
営 

堅カ
タ
ク 

禁
二
―
止　

ス

之　
ヲ

一 
※
傍
線
は
稿
者

こ
う
し
た
提
示
語
法
の
用
例
は
、
将
軍
の
代
替
わ
り
ご
と
に
部
分
的
な
改
変
は
あ

る
も
の
の
、
内
容
的
に
は
継
承
さ
れ
る
。
寛
永
十
二
年
に
出
さ
れ
た
武
家
諸
法
度
は
、

起
草
者
が
林
羅
山
で
あ
り
、
そ
こ
で
現
れ
る
ヲ
格
の
「
こ
れ
」
は
、
金
地
院
崇
伝
起

草
の
元
和
版
武
家
諸
法
度
と
大
き
く
変
わ
り
が
な
い
。
た
だ
、
踏
襲
し
て
い
る
が
、

部
分
的
に
新
し
く
加
わ
っ
た
提
示
語
法
も
あ
る
。
し
て
み
る
と
、
林
羅
山
は
寛
文
四

（
一
六
六
四
）
年
刊
の
論
語
の
読
み
で
は
提
示
語
法
の
ヲ
格
を
積
極
的
に
は
読
ん
で
い

な
い
も
の
の
、
法
令
を
中
心
と
す
る
文
章
語
を
作
る
場
面
で
は
語
法
を
容
認
、
乃
至

は
使
用
す
る
側
に
あ
っ
た
と
言
え
る
。

表７　近世法令（法度類）における提示語法発現率（総条文数比）

発布年 起草者／表記
総条文数 指示内容七分類 提示語法「これ」

／条文数
ヲ格の「これ」
／条文数

慶長二十年七月
禁中並公家諸法度

金地院崇伝　起草
漢文体 E D C' C B A 

1615年 17条 1 1 1 5.9% 17.6%

元和三年六月
武家諸法度

金地院崇伝　起草
漢文体 E D C' C B A 

1617年 21条 1 7 3 1 33.3% 57.1%

寛永十二年六月
武家諸法度

林　羅山　起草
漢文体 E D C' C B A 

1635年 19条 1 8 3 2 42.1% 73.7%

寛文三年五月
武家諸法度 漢文体 E D C' C B A 

1663年 21条 1 10 3 2 47.6% 76.2%

天和三年七月
武家諸法度 漢文体（一部仮名） E D C' C B A 

1683年 15条 4 5 2 1 33.3% 80.0%

宝永七年四月
武家諸法度

新井白石　起草
漢字仮名交じり文 E D C' C B A 

1710年 17条 3 2 17.6% 29.4%
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（
20
）
提
示
語
法
の
「
之
ヲ
」
が
、明
治
の
憲
法
の
条
文
に
残
存
し
て
い
る
こ
と
は
山
田
（
注

2
）
の
指
摘
が
あ
る
。

【
大
日
本
帝
国
憲
法
条
文　

例
】 

（
国
立
公
文
書
館
デ
ジ
タ
ル
ア
ー
カ
イ
ブ
）

国
家
統
治
ノ
大
権
ハ 

朕
カ
之
ヲ
祖
宗
ニ
承
ケ
テ
之
ヲ
子
孫
ニ
伝
フ
ル
所
ナ
リ  

※
傍
線
は
稿
者

以
下
の
表
8
で
は
、近
世
末
期
か
ら
近
代
に
か
け
て
、条
約
に
見
ら
れ
る
ヲ
格
の
「
之
」

字
の
数
を
分
類
別
に
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
条
約
ご
と
に
B
を
よ
く
使
う
も
の
か
、

‘
C
を
よ
く
使
う
も
の
か
と
い
う
差
は
あ
る
も
の
の
、
提
示
語
法‘
C
は
命
脈
を
保
っ

て
い
る
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
一
方
で
、
論
語
内
部
に
数
多
く
見
受
け
ら
れ
る
D
の

用
例
は
、
全
く
見
ら
れ
な
い
こ
と
も
特
徴
的
で
あ
る
。

（
付
記
）

本
論
は
、
令
和
五
年
度　

広
島
大
学
国
語
国
文
学
会
研
究
集
会
に
て
発
表
し
た
内
容
に

加
筆
修
正
を
加
え
た
も
の
で
あ
る
。

席
上
、
佐
々
木
勇
氏
、
森
岡
信
幸
氏
、
永
田
良
太
氏
、
橋
村
勝
明
氏
に
有
益
な
ご
助
言

を
い
た
だ
い
た
。
ま
た
、
温
か
く
丁
寧
な
ご
指
導
を
白
井
純
先
生
に
賜
っ
た
。
皆
様
に
深

謝
申
し
上
げ
た
い
。

最
後
に
な
っ
た
が
、
恩
師
松
本
光
隆
教
授
に
は
、
生
前
懇
切
な
ご
指
導
を
い
た
だ
い
た
。

学
恩
に
感
謝
し
、
拙
稿
を
追
悼
論
考
と
し
て
奉
る
。

―
な
が
ま
つ
・
ひ
ろ
あ
き
、
大
分
県
立
大
分
鶴
崎
高
等
学
校
・
教
諭
―

表８　近世〜近代条約類における提示語法出現割合（総条文数比）

発布年 総条文数 指示内容七分類 提示語法「これ」
／条文数

ヲ格の「これ」
／条文数

日米和親条約
＋附録 12条＋13条

E D C' C B A 

1854年 1 3 4.0% 16.0%

日米修好通商条約
14条

E D C' C B A 

1858年 2 3 0.0% 35.7%

大日本帝国憲法
76条

E D C' C B A 

1889年 21 3 5 27.6% 38.2%

日清講和条約
11条

E D C' C B A 

1895年 2 1 3 18.2% 54.5%

日露講和条約
15条＋1條

E D C' C B A 

1905年 5 1 8 1 31.3% 87.5%

日本国憲法
103条

E D C' C B A 

1946年 1 66 2 6 64.1% 72.8%


